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◆改正雇用保険法が成立 

 ５月 10 日、改正雇用保険法が成立しました。改正

項目は、育児休業に関する給付新設、教育訓練やリ・

スキリング支援の充実や雇用保険の適用拡大など、多

岐にわたります。（育児休業に関する給付新設を含む

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案は参

議院で審議中）。 

 

◆自己都合退職者の基本手当の給付制限はどう変わ

る？ 

 令和７年４月１日から、法改正により、要件を満た

す公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付制限なく

基本手当を受給できるようになります。 

 また通達の改正により、正当な理由のない自己都合

離職者への基本手当の給付制限期間が１カ月に短縮さ

れます。ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止す

るため、５年間で３回以上正当な理由のない自己都合

退職を行った人の給付制限期間は３カ月とされます。 

 

◆育児休業に関する新給付 

 令和７年４月１日から、育児休業に関する２つの給

付が創設されます。 

 出生後休業支援給付は、子の出生後間もない期間に

両親がともに 14日以上育児休業を取得した場合、休

業開始前の賃金の 13％が最大 28 日分、支給されま

す。 

 育児時短就業給付は、２歳未満の子の養育のため所

定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合の賃金減

額分の一部を補助するもので、短時間勤務中に支払わ

れた賃金の約 10％が支給されます。 

 

 

 

◆雇用保険の適用拡大  

令和10年10月１日から、「31日以上継続して雇用

されることが見込まれ」かつ「１週間の所定労働時間

が10時間以上」の労働者が雇用保険に加入すること

となります。被保険者資格取得手続を行う機会が大幅

に増えるほか、基本手当の受給や離職票の作成にも影

響が及ぶため、今後の情報を注意深く確認する必要が

あります。 
 
【厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案

（令和６年２月９日提出）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/ho

uritu/213.html 

◆就職観 

「楽しく働きたい」が38.9％（前年同値）で最多でし

た。増加幅が最も大きかったのは「個人の生活と仕事を

両立させたい」で、前年比1.7ポイント増の24.5％で

した。プライベートも充実させながら、無理なく働きた

いという若者が多いことがわかります。 
 

◆企業選択のポイント 

「安定している会社」が49.9％で６年連続最多となり

ました。「給料が良い会社」も３年連続で増加（23.6％）

しました。待遇や働く環境への安心感を求める傾向が

読み取れます。 
 

◆行きたくない会社 

「ノルマがきつそうな会社」が38.9％で最多でした。

また、「転勤が多い会社」も４年連続で増加し、初めて

３割を超えました。共働きが増える中で、ライフスタイ

ルの変更を余儀なくされる転勤への抵抗感が高まって

います。 

【株式会社マイナビ「マイナビ 2025年卒大学生就職意

識調査」より】 

 

来年 4 月から自己都合退職者の基本手当の
給付制限の扱いが変わります 
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今回は、５月１０日に成立した雇用保険法の改正のお知らせです。 

給付制限の緩和は失業された方には朗報ですが、一方で１週１０時間の

社員も雇用保険加入とは事業主には驚きの内容です。ご確認下さい。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 
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